
1415

地
区
機関
コード 指定健診機関施設名 種類 コース 基本料金 共済負担額

（助成金） 健診実施日 所在地 電話番号

県
北
地
区

102 県北医療センター高萩協同病院 短期 日帰り 40,370 24,000 月.火.　 木.金 高萩市大字上手綱上ヶ穂町1006-9 0293-23-1122
103 日立メディカルセンター 短期 日帰り 39,900 23,000 月.火.水.木.金 日立市東多賀町5-1-1 0294-34-2105

104 日立製作所日立総合病院日立総合健診センター

短期 日帰り
39,900 23,000

月.火.水.木.金

日立市城南町2-1-1 0294-23-3971
40,950 24,000

併診 日帰り
81,900 40,000

月.火.水.木.金

82,950 41,000
105 日鉱記念病院 短期 日帰り 39,900 23,000 月.火.水.木.金.土（第1.3.5） 日立市神峰町2-12-8 0294-24-1212

水
戸
地
区

201 日立製作所水戸総合病院総合健診センター

短期 日帰り
39,900 23,000

月.火.水.木.金

ひたちなか市石川町20-1 029-276-7011
40,950 24,000

併診 日帰り
81,900 40,000

月.火.水.木.金

82,950 41,000
202 茨城県メディカルセンター 短期 日帰り 41,706 25,000 月.火.水.木.金 水戸市笠原町489-4 029-243-1111

203 水戸済生会総合病院総合健診センター 短期
日帰り

38,850 23,000
月.火.水.木.金

水戸市双葉台3-3-10 029-254-9044
39,900 23,000

宿 泊 65,730 32,000 月.火.水.木
205 東関東クリニック 短期 日帰り 39,900 23,000 月.火.水.木.金.土（第1.3.5） 水戸市白梅3-4-8 029-221-1200
206 いばらき健康管理センター 短期 日帰り 39,900 23,000 月.火.水.木.金 水戸市見川町丹下一の牧2131-143 029-243-6220

207 大洗海岸病院
短期

日帰り 37,800 22,000 月.火.水.木.金

東茨城郡大洗町大貫町915 029-267-2191
宿 泊 63,000 31,000 　　　   木.金

脳 日帰り 52,500 26,000 月.火.水.木.金
併診 日帰り 71,400 35,000 月.火.水.木.金

208 白十字総合病院健診センター
短期

日帰り 35,700 21,000 月.火.水.木.金.土

神栖市賀2148 0299-93-1779
宿 泊 64,050 32,000 月.　　  木.金

脳 日帰り 47,250 23,000 　 火.水.　 金
併診 日帰り 74,550 37,000 　 火.水.　 金

211 水戸赤十字病院
短期

日帰り 42,000 25,000 月.　 水.木
水戸市三の丸3-12-48 029-233-0078宿 泊 65,730 32,000 月.　　  木

脳 日帰り 58,800 29,000 月.火.　 木
212 神栖済生会病院 短期 日帰り 37,800 22,000 月.火.水.木.金.土 神栖市知手中央7-2-45 0299-97-2111
213 茨城県総合健診協会 短期 日帰り 38,850 23,000 木（女性の日・男性の日有り） 水戸市笠原町489-5 029-241-0011

県
南
地
区

301 石岡市医師会病院健診センター 短期 日帰り 38,050 22,000 月.火.水.木.金 石岡市大砂10528-25 0299-23-4113

303 霞ケ浦成人病研究事業団健診センター

短期
日帰り 39,900 23,000 月.火.水.木.金.土（第1.3.5）

稲敷郡阿見町中央3-20-1 029-887-4563
宿 泊 61,950 30,000 月.火.水.木

脳 日帰り 52,500 26,000 月.火.水.木.金.土（第1.3.5）
併診 日帰り 81,900 40,000 月.火.水.木.金.土（第1.3.5）

304 牛久愛和総合病院総合健診センター 短期
日帰り 38,850 23,000 月.火.水.木.金.土

牛久市猪子町896 029-873-4334
宿 泊 64,575 32,000 月.　 水.　 金

305 筑波学園病院 短期 日帰り 40,708 24,000 月.火.水.木.金 つくば市上横場2573-1 029-836-1355

306 筑波メディカルセンター・つくば総合健診センター

短期
日帰り 40,110 24,000 月.火.水.木.金.土

つくば市天久保1-3-1 029-856-3500
宿 泊 65,310 32,000 　　  水.　 金

脳 日帰り 52,500 26,000 月.火.水.木.金.土
併診 日帰り 82,110 41,000 月.火.水.木.金.土

307 筑波記念病院・つくばトータルヘルスプラザ

短期
日帰り 36,750 22,000 月.火.水.木.金.土

つくば市要1187-299 029-864-3588
宿 泊 61,950 30,000 月.火.水.木.金

脳 日帰り 52,500 26,000 月.火.水.木.金
併診 日帰り 78,750 39,000 月.火.水.木.金

308 筑波病院 短期
日帰り 36,750 22,000 月.火.水.木.金.土

つくば市大角豆1761 029-855-0777
宿 泊 61,950 30,000 月.火.水.木

310 取手北相馬保健医療センター医師会病院

短期 日帰り 40,100 24,000 月.火.水.　 金.土
取手市野々井1926 0297-78-6111脳 日帰り 52,500 26,000 　　　   木

併診 日帰り 75,600 37,000 　　　   木

311 総合守谷第一病院健康増進センター

短期
日帰り 40,950 24,000 月.火.水.木.金.土

守谷市松前台1-17 0297-45-5111
宿 泊 65,625 32,000 月.火.水.木.金

脳 日帰り 47,250 23,000 月.火.　 木.
併診 日帰り 77,700 38,000 月.火.水.木.金

312 総合病院　取手協同病院 短期
日帰り 40,370 24,000 　 火.水.木.金.土（第1.3.5）

取手市本郷2-1-1 0297-74-5551
宿 泊 67,670 33,000 月.　　  木

313 つくばセントラル病院 短期 日帰り 39,900 23,000 月.火.水.木.金.土 牛久市柏田町1589-3 029-872-1771

314 神立病院健診センター 短期
日帰り 37,800 22,000 月.火.　 木.金.土

土浦市神立中央5-11-2 029-832-8951
宿 泊 64,050 32,000 　　　　    金

315 総合病院　土浦協同病院 短期
日帰り 40,370 24,000 月.火.水.木.金

土浦市真鍋新町9-35 029-826-3221
宿 泊 67,670 33,000 　　　   木

県
西
地
区

402 筑西市民病院
短期 日帰り 37,800 22,000 月.火.水.木.金

筑西市玉戸1658 0296-28-2261脳 日帰り 47,250 23,000 月.火.水.木.金
併診 日帰り 73,500 36,000 月.火.水.木.金

403 きぬ医師会 短期 日帰り 39,900 23,000 月.火.水.木.金 常総市新井木町13-3 0297-23-1771

404 協和中央病院健康医学管理センター

短期 日帰り 38,850 23,000 月.火.水.木.金（土・婦人科希望者）
筑西市門井1676-1 0296-57-9959脳 日帰り 52,500 26,000 月.　　  木.金

併診 日帰り 73,500 36,000 月.　　  木.金

405 古河赤十字病院 短期
日帰り 36,750 22,000 月.火.水.木.金.土（第1.3）

古河市下山町1150 0280-23-7070
宿 泊 65,100 32,000 　 火.水.木.金

406 茨城西南医療センター病院総合健診センター 短期
日帰り 39,900 23,000 月.　　  木.金

猿島郡境町2190 0280-87-6635
宿 泊 65,100 32,000 　　　   木

408 友愛記念病院総合健診センター
短期 日帰り 38,850 23,000 月.火.水.木.金.土

古河市東牛谷707 0280-97-3400
併診 日帰り 69,300 34,000 月.火.水.木.金.土

409 城西病院城西総合健診センター 短期
日帰り 37,800 22,000 月.火.水.木.金.土

結城市結城10745-24 0296-33-0115
宿 泊 63,000 31,000 月.火.水.木.金

県
外
501 池袋ロイヤルクリニック 短期

日帰り 39,900 23,000 月.火.水.木.金.土 東京都豊島区東池袋1-21-11
オーク池袋ビル10Ｆ 03-3989-1112

宿 泊 57,750 28,000 月.火.水.木.金
502 自治医科大学健診センター 短期 日帰り 44,100 26,000 月.火.水.木.金 ［婦人科］火.水.木 栃木県下野市祇園2-35 0285-44-2100

注］上記料金には、消費税が含まれています。（赤字部分は健診日・健診料金変更）　 注］オプション検査は、本人負担となります。  注］記載年齢については、22年度中に到達する年齢となります。

共
済
組
合
で
は
、
組
合
員
と
被
扶
養
者
の
皆

さ
ん
の
疾
病
予
防
及
び
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
に
関
す
る
生
活
習
慣
病
等
の
早
期
発
見

を
目
指
し
て
、
ま
た
、
当
該
年
度
中
に
四
十
歳

以
上
七
十
五
歳
未
満
で
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、

特
定
健
康
診
査
（
特
定
健
診
）
を
含
ん
だ
健
診

と
し
て
人
間
ド
ッ
ク
利
用
助
成
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
に
係
る
助
成
金
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
二
年
度
改
正
に
よ
り
本
年
六
月
一
日
利

用
の
方
か
ら
、
算
出
方
法
が
こ
れ
ま
で
の
一
律

定
額
助
成
か
ら
健
診
機
関
毎
に
異
な
る
定
率
助

成
と
な
り
ま
し
た
。

利
用
方
法
等
は
、
次
に
よ
り
取
り
扱
い
ま
す

の
で
、
利
用
す
る
方
は
、
誤
り
の
な
い
よ
う
十

分
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

（1） 

人
間
ド
ッ
ク
の
種
類

①
短
期
人
間
ド
ッ
ク
（
日
帰
り
・
宿
泊
）

②
脳
ド
ッ
ク

③
併
診
ド
ッ
ク

（2） 

利
用
者
資
格

組
合
員
（
任
意
継
続
組
合
員
を
含
む
）
及
び

そ
の
被
扶
養
者
で
三
十
歳
以
上
の
方
と
し
ま
す
。

但
し
、
脳
ド
ッ
ク
・
併
診
ド
ッ
ク
を
利
用
で

き
る
方
は
、
組
合
員
に
限
り
ま
す
。

（
任
意
継
続
組
合
員
は
、利
用
で
き
ま
せ
ん
。）

（3） 

利
用
回
数

① 

短
期
人
間
ド
ッ
ク
は
、
毎
年
度
一
回
限
り

と
し
ま
す
。

② 

脳
ド
ッ
ク
・
併
診
ド
ッ
ク
は
、
三
年
度
に

一
回
限
り
と
し
ま
す
。

（4） 

共
済
組
合
助
成
金

本
年
度
よ
り
こ
れ
ま
で
の
助
成
金
の
一
律

「
定
額
助
成
」を
改
め
、契
約
料
金
に
対
す
る「
定

率
助
成
」
に
改
正
し
ま
し
た
の
で
、
健
診
機
関

毎
に
各
々
助
成
金
が
異
な
り
ま
す
。
料
金
に
つ

い
て
は
、
別
掲
の
人
間
ド
ッ
ク
指
定
健
診
機
関

一
覧
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

《
改
正
に
よ
る
適
用
期
日
》

・ 

平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
利
用
分
か
ら
適

用
す
る
こ
と
と
し
、
五
月
末
日
ま
で
の
利

用
に
つ
い
て
は
、
従
前
に
よ
る
一
律
「
定

額
助
成
」
と
し
ま
す
。

（5） 

利
用
者
負
担
額

各
人
間
ド
ッ
ク
の
利
用
者
は
、
共
済
組
合

と
各
指
定
健
診
機
関
が
契
約
し
た
検
査
料
金
か

ら
、
助
成
金
を
控
除
し
た
金
額
を
支
払
っ
て
く

だ
さ
い
。

婦
人
科
健
診
等
の
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
は
、
利

用
者
負
担
と
な
り
ま
す
。

（6） 
利
用
承
認
の
手
続
き

利
用
希
望
者
は
、
直
接
各
指
定
健
診
機
関
に

電
話
等
で
人
間
ド
ッ
ク
健
診
利
用
日
及
び
婦
人

科
健
診
等
の
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
利
用
を
予
約
し

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
組
合
員
（
組
合
員
証

の
記
号
番
号
）
で
あ
る
こ
と
を
、
必
ず
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

健
診
利
用
日
予
約
後
、
所
属
所
担
当
課
か

ら
「
人
間
ド
ッ
ク
利
用
承
認
申
請
書
」
を
受
け

取
り
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
所
属
所
経
由
に

て
、
健
診
利
用
日
の
一
〜
二
ヵ
月
前
ま
で
に
共

済
組
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（7） 

利
用
の
取
消
及
び
変
更
の
取
扱
い

利
用
者
が
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情

 ◆
に
よ
り
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

速
や
か
に
共
済
組
合
及
び
指
定
健
診
機
関
へ

報
告
い
た
だ
き
、
交
付
を
受
け
た
「
人
間
ド
ッ

ク
利
用
承
認
書
」
を
共
済
組
合
に
返
還
し
て
く

だ
さ
い
。

利
用
者
が
健
診
日
及
び
健
診
コ
ー
ス
を
変
更

 ◆
す
る
場
合

速
や
か
に
指
定
健
診
機
関
へ
連
絡
の
う
え
共

済
組
合
に
報
告
い
た
だ
き
、
変
更
前
の
「
人
間

ド
ッ
ク
利
用
承
認
書
」
を
共
済
組
合
へ
返
還
し

新
た
に
交
付
さ
れ
た
承
認
書
に
よ
り
受
診
く
だ

さ
い
。

※ 

本
年
四
月
及
び
五
月
利
用
に
よ
る
利
用
承

認
決
定
済
み
の
方
が
、
六
月
一
日
以
降
に

健
診
日
及
び
健
診
コ
ー
ス
を
変
更
す
る
場

合
は
、
改
正
後
の
助
成
金
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※ 

本
年
六
月
一
日
以
降
の
利
用
に
よ
る
利
用

承
認
決
定
済
み
の
方
が
、
健
診
日
及
び
健

診
コ
ー
ス
を
五
月
に
遡
っ
て
変
更
す
る
こ

と
は
、
健
診
機
関
及
び
当
組
合
の
事
務
に

支
障
を
き
た
す
こ
と
か
ら
認
め
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
や
む
を
得
ず
変
更
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
六
月
以
降
の
利

用
日
に
変
更
し
て
く
だ
さ
い
。

「
人
間
ド
ッ
ク
利
用
承
認
書
」
を
紛
失
し
た

 ◆
場
合

「
人
間
ド
ッ
ク
利
用
承
認
書
の
再
交
付
申
請

書
」を
提
出
し
て
再
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

① 

交
付
さ
れ
た
「
人
間
ド
ッ
ク
利
用
承
認
書
」

は
、
健
診
利
用
日
に
必
ず
受
診
す
る
健
診
機

関
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

当
日
受
付
の
際
に
必
ず
「
保
険
証
（
組
合
員

証
・
被
扶
養
者
証
）」
の
提
示
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
な
い
よ
う
ご
持
参
願
い

ま
す
。

③ 

人
間
ド
ッ
ク
利
用
助
成
を
受
け
る
組
合
員
の
方

は
、
同
年
度
内
の
「
生
活
習
慣
病
健
診
・
各

種
ガ
ン
検
診
等
」
利
用
助
成
は
、
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
重
複
受
診
が
判
明
し
た
場
合
は
、

利
用
料
金
の
低
い
方
の
金
額
に
つ
い
て
、
後

日
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

④ 

人
間
ド
ッ
ク
利
用
助
成
を
受
け
る
方
は
、
同

年
度
内
に
「
短
期
人
間
ド
ッ
ク
」
と
「
脳
・

併
診
ド
ッ
ク
」
の
重
複
助
成
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

⑤ 

年
度
末
近
く
に
な
る
と
、
利
用
承
認
書
が
間

に
合
わ
な
い
方
や
健
診
当
日
ま
で
利
用
承
認

申
請
を
せ
ず
に
受
け
る
方
が
毎
年
多
く
見
受

け
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
駆
け
込
み
受

診
は
「
脳
・
併
診
ド
ッ
ク
」
が
三
年
に
一
度

の
利
用
制
限
が
あ
る
こ
と
や
今
年
度
よ
り
助

成
金
の
算
出
方
法
が
健
診
機
関
毎
に
異
な

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
健
診
機
関
に
よ
り
同
じ

健
診
コ
ー
ス
で
も
特
定
健
診
に
該
当
す
る
方

と
し
な
い
方
で
金
額
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
助
成
金
の
不
適
正
利
用
に
つ
な

が
り
ま
す
の
で
、
助
成
金
の
誤
り
を
回
避
す

る
必
要
か
ら
、「
承
認
申
請
書
」
は
、
必
ず

健
診
利
用
日
の
一
ヵ
月
前
ま
で
に
、
共
済
組

合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
平
成

二
十
二
年
度
か
ら
健
診
当
日
に
「
人
間
ド
ッ

ク
利
用
承
認
書
」
及
び
「
保
険
証
（
組
合
員

証
・
被
扶
養
者
証
）」
を
提
示
で
き
な
い
場

合
は
利
用
助
成
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

特
定
健
診
を
含
ん
だ

人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
方
へ

注
意
事
項
等

① 

特
定
健
診
に
該
当
す
る
「
被
扶
養
者
」

及
び
「
任
意
継
続
組
合
員
と
そ
の
被

扶
養
者
」
は
、「
特
定
健
康
診
査
受
診

券
」
交
付
後
に
申
請
さ
れ
る
際
に
は
、

「
人
間
ド
ッ
ク
利
用
承
認
申
請
書
」
に

必
ず
「
受
診
券
」
を
添
付
の
う
え
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

② 

人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
の
負
担
額
は
、

特
定
健
診
該
当
者
に
か
か
わ
ら
ず
、

人
間
ド
ッ
ク
利
用
料
金
総
額
か
ら
助

成
金
を
控
除
し
た
額
と
な
り
ま
す
。

③ 

同
年
度
内
に
住
民
健
診
に
併
せ
当
組

合
が
行
う
特
定
健
診
と
人
間
ド
ッ
ク

を
重
複
し
て
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

④ 

人
間
ド
ッ
ク
受
診
後
に
「
受
診
券
」

が
届
い
た
場
合
は
、
お
手
数
を
お
か

け
し
ま
す
が
必
ず
共
済
組
合
ま
で
返

戻
願
い
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
の
利
用
方
法

平
成
二
十
二
年
度　

人
間
ド
ッ
ク
利
用
の
ご
案
内

平成22年度　人間ドック指定健診機関等一覧表

40歳未満75歳以上

40歳未満75歳以上

40歳未満75歳以上

40歳未満75歳以上

40歳未満75歳以上

40歳以上75歳未満

40歳以上75歳未満

40歳以上75歳未満

40歳以上75歳未満

40歳以上75歳未満




